
資料１−１ 

君津市こども計画について 

 

１ 計画策定の背景・目的 

  令和５年４月１日に施行されたこども基本法（令和４年法律第７７号）により、

市町村における「こども計画」の策定が努力義務化された。 

  本市では、令和５年１２月２２日に閣議決定された「こども大綱」等を勘案しつ

つ、こどもに関する施策及び各分野の関連施策を一体的に実施し、君津市総合計画

の柱として掲げる「安心して子育て・子育ちでき学びを楽しめるまち」の実現を一

層推進するため、君津市こども計画を策定する。 

 

２ 計画の構成・位置づけ 

 君津市こども計画は、こども基本法第１０条第２項に規定する市町村こども計

画として、国のこども大綱及び千葉県の子ども計画等を勘案しつつ、君津市地域福

祉計画などの関連計画とも整合性を図り、こども施策を総合的に推進するための計

画として位置づけるとともに、以下の計画と一体的に策定する。また、「新・放課後

子ども総合プラン」の内容についても、本計画に位置づけを行う。 

・子ども・子育て支援法に基づく「第３期君津市子ども・子育て支援計画」 

・次世代育成支援対策推進法に基づく「次世代育成支援行動計画」（同法の改正等に 

より、同法の効力が令和７年４月１日以降に延長された場合に限る。） 

・子ども・若者育成支援推進法に基づく「子ども・若者計画」 

・子どもの貧困対策の推進に関する法律に基づく「子どもの貧困対策計画」 

・母子保健計画について（厚生労働省通知）に基づく「母子保健計画」 
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君津市こども計画 

・第３期君津市子ども・子育て支援計画 

・子ども・若者計画（新規） 

・子どもの貧困対策計画（新規） 

・次世代育成支援行動計画 

・母子保健計画 



 

３ 計画の方針 

  君津市こども計画は、次に掲げる事項を実施するためのこども施策を推進し、全

てのこどもとこどもに関わる人々が君津で安心して子育て・子育ちできることの幸

福と希望を享受できる環境の実現を目指す。 

 (1) 新生児期、乳幼児期、学童期及び思春期の各段階を経て、おとなになるまでの

心身の発達の過程を通じて切れ目なく行われるこどもの健やかな成長に対する

支援 

  (2) 子育てに伴う喜びを実感できる社会の実現に資するため、就労、結婚、妊娠、

出産、育児等の各段階に応じて行われる支援 

 (3) 家庭における養育環境その他のこどもの養育環境の整備 

 

４ こども等の意見聴取 

  こどもを「君津市の将来を担う人材」としてだけではなく、「今の時代を生きる君

津市民」としても捉え、こども基本法の規定に基づき、こども又はこどもを養育す

る者その他の関係者の意見を聴取し、こども施策に反映させる。 

 

 【こどもの意見聴取のイメージ】 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【主な意見聴取の方法（案）】 

 (1) 保育サービスの利用状況や利用見込に関するニーズ調査 

①就学前児童の保護者      ：2,000 人程度（全数調査） 

②就学児童の保護者       ：3,000 人程度（全数調査） 

 (2) 学校での生活又は貧困や不登校などの課題に関する生活状況調査 

①一般市民１５歳（高校生世代以上に限る）から２４歳までを予定：1,000 人 

②小学５年生：500 人程度（全数調査） 

  ③中学２年生：500 人程度（全数調査） 

  ④小学５年生・中学２年生保護者：1,000 人程度（全数調査） 

①意見の形成 

・情報の提供 

・こどもへの教育 

・意見形成が困難

な場合の検討 

②発言の場の整備 

・こどもの活動場

所での意見交換 

・オンラインでの

意見交換 

③意見の聴取 

・環境や心身の状

況などにかかわ

らず、均しく意

見を聴取する。 

④施策への反映 

・こどもの意見を

実現するための

施策検討及び予

算措置 

⑤施策の評価 

・施策の効果につ

いて評価する。 

 



 (3) 教育機関や児童福祉施設等を訪問してのヒアリング調査 

 (4) こどもを対象としたワークショップ 

 調査における設問の内容や、ヒアリング・ワークショップの対象その他の意見聴

取に係る具体的な内容については、今後発出される国の意見聴取に係るガイドライ

ンを踏まえて案を作成し、君津市子ども・子育て会議に諮問する。 

 

５ 計画期間 

  君津市こども計画の計画期間は、令和７年度から令和１１年度までの５年間と

する。 

令 和 

５年度 

令 和 

６年度 

令 和 

７年度 

令 和 

８年度 

令 和 

９年度 

令 和 

10 年度 

令 和 

11 年度 

令 和 

12 年度 

        

       

        

        

        

 

６ 策定体制 

 (1) 君津市こども計画検討委員会（庁内会議） 

 (2) 君津市子ども・子育て会議（保護者代表、子育て事務従事者、有識者等） 

 

 

君津市総合計画 

君津市地域福祉計画 

君津市教育大綱・君津市教育振興基本計画 

第２期君津市 
子ども・子育て支援計画 

第３期君津市 
子ども・子育て支援計画 

  君津市こども計画 
     ・第３期君津市子ども・子育て支援計画 

          ・次世代育成支援行動計画 
・子ども・若者計画 

・子どもの貧困対策計画 

・母子保健計画 

 

一体的に策定 



７ 策定スケジュール（予定） 

令和６年 ３月 策定支援業務委託業者の選定 

３月～５月 ニーズ調査等の実施 

 ４月～９月 こども及びこどもの養育者へ意見聴取の実施 

      １１月 素案作成 

      １２月 議会報告、パブリックコメント 

  令和７年 ２月 パブリックコメント結果の議会報告 

       ３月 最終案確定、計画策定 



第２期君津市子ども・子育て支援計画進捗状況(令和２年度～令和5年度）

令和２年度・令和３年度・令和４年度 令和５年度

取組状況 取組目標

１　みんなで子育てによりそい、ささえるまちづくり

　(1)　情報提供・相談体制の充実

1
こども家庭相談室
の充実

子育て支援に関する相談の総合的な窓口機関。
引き続き、関係部局や保育園、子育て支援センター等と
の連携を図り、子育てに関する相談及び助言、積極的な
情報提供を行い、こども家庭相談室に気軽に相談できる
体制をつくる。

こども家庭センター

児童育成の基盤である家庭においての人間関係や、児童の適正な養育
等、家庭児童福祉にかかる相談指導を行った。また、児童虐待の未然
防止、早期発見のため児童相談所等関係機関と情報共有し連携を図り
対応した。その他各種健診会場や子育て支援センター等へ出向き、来
場者への相談窓口の周知を実施した。
令和４年度実績　新規相談 521件、新規・継続相談　1,899件、新規・
継続相談延べ　6,310件

・こども家庭センターとして、児童福祉と母子保
健の分野の垣根をなくし、総合的な相談窓口とし
ての機能強化を図る。　　　　　　　・そのうえ
で、相談窓口の周知に努めるとともに、専門職の
確保等体制の充実を図る。
・今後もこども家庭センターと関係機関との更な
る連携強化を図る。

2
子育て支援関連
ホームページの運
営

各種子育て支援サービスが利用者に十分に周知されるよ
う、保育園や幼稚園、医療関係の情報や、子育て支援施
策・事業、各種助成制度の紹介など、市ホームページの
サブサイトや母子手帳アプリ「つみき」の情報提供ツー
ルを活用し、情報提供を行う。
関係各課が連携を図り、利用しやすい構成にするととも
に、最新情報の提供に努める。

こども政策課

市ホームページなどインターネットを使用した情報発信や、母子手帳
アプリ「つみき」の活用、「子育て通信誌」の毎月の発行など、子育
て家庭がみやすい情報発信に努めた。また、令和３年度末（令和４年
３月）から保育園・幼稚園で活用できる「KidsDiary」を導入し、保育
情報の発信、見える化に努めた。
令和４年度（令和４年１０月）から赤ちゃん応援パック事業を開始
し、０歳児の家庭を訪問し、アウトリーチ型として必要な子育て情報
を提供できるように努めた。

子育て家庭がみやすいインターネットによる情報
発信を進め、他分野の子育て情報を集約し、効率
的でわかりやすい情報発信に努めたい。
また、赤ちゃん応援パック事業における０歳児養
育家庭が求める子育て情報を分析し、必要な家
庭、必要な年代に必要な情報が届くよう工夫に努
める。

3
育児相談体制の充
実

こども政策課及びこども家庭相談室だけでなく、地域子
育て支援センターや保育園・幼稚園での育児相談の実施
を継続し、地域での身近な相談窓口機能の充実を図り、
子育てに関する様々な悩みの解消のため、相談や助言を
行う。

こども家庭センター

保育園や幼稚園、子育て支援センター等の関係機関と情報共有と連携
を図り、早期の支援を実施した。
子育て支援センターでの相談事業を月1回継続的に実施し、育児相談体
制の充実を図った。

・保育園・幼稚園との情報共有を図るとともに、
こども政策課所管の子育て支援センターとの連携
により、漏れのない相談支援を行う。

4 子育て情報の提供

妊娠・出産から小中学校までの子育てに関する情報やア
ドバイス、子育て中の親子を対象とした事業などを紹介
する冊子として「子育て情報誌」を発行する。より見や
すく、分かりやすい冊子とするため毎年、掲載内容を見
直しするなど内容の充実を図る。
各種相談窓口の案内や、定期健康診査の日程、保育園・
幼稚園などの行事予定や、公民館・図書館活動などの子
育てに関するさまざまな情報を紹介する「子育て通信」
を毎月発行する。

こども家庭センター

子育て全般の情報を市ＨＰやＳＮＳで配信するとともに、子育て世代
向けの最新の有益情報を提供する情報誌「子育て通信」を毎月発行。
情報誌は、市ＨＰ掲載のほか、１歳６か月児検診等会場やブックス
タート及び赤ちゃん応援パックの訪問等の機会を通じて積極的に配布
した。

市HPや情報誌、地域のネット掲示板など、様々な
情報媒体を用いて、子育てに関する充実した情報
提供を行う。
また、庁内各課や関係機関と連携し、子育てに関
する最新の情報発信に努める。

　(2)　教育・保育サービスの充実

5
施設型給付による
サービス提供（認
定こども園）

就学前の子どもに教育と保育を一体的に提供する。
公立のこども園として、保育枠を維持しながら、幼稚園
枠（様々な理由により、私立幼稚園等に入園できない子
どもの受け皿としてセーフティネット）を提供する。
また、私立幼稚園等関係機関と連携し、導入について協
議する。

保育課

令和２年度から人見こども園として開園し、教育・保育を一体的と
なった体制を整えた。
また、１号認定の子どもを受入れ、セーフティネットとしての役割を
果たした。
（１号認定　受け入れ実績）
令和２年度　2名
令和３年度　1名
令和４年度　2名

引き続き、教育・保育の一体的な提供及びセーフ
ティネットとしての役割を果たす。また、私立幼
稚園等関係機関と連携を図る。

6
施設型給付による
サービス提供（幼
稚園）

幼児期にふさわしい生活・遊びを通して「生きる力」の
基礎を育てる保育の充実に努め、家庭や地域と十分連携
し、幼稚園としての機能を生かした子育て支援の充実に
努める。

保育課

市外にある新制度に移行した幼稚園に在籍する児童に係る施設型給付
費を給付した。
（実績）
令和２年度　該当なし
令和３年度　該当なし
令和４年度　八幡台幼稚園108名、横須賀若葉幼稚園1名

引き続き利用者のニーズに応じた給付を行うとと
もに、市内の未移行幼稚園の意向を把握し、移行
支援を行う。

担当部署
計画
No

事業名等
第２期計画の事業内容

（令和２年度～令和６年度）
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7
施設型給付による
サービス提供（保
育園）

保護者の労働または疾病等により、保育を必要とする場
合に、保護者に代わり保育園での保育を行う。
保育サービスを充実させるため、施設や保育士の配置等
の整備を行い、保育ニーズに対応する。また、受け入れ
体制の強化を図り、待機児童の解消を目指す。

保育課

令和３年４月については、新規開園施設がゼロだったこともあり、待
機児童が大きく増加してしまったが、令和４年４月には、既存私立幼
稚園の認定こども園化に伴い、大幅に減少させることができた。
（在籍児童・待機児童　実績）各年度４月１日時点
令和２年度　1,175人・11人
令和３年度　1,201人・85人
令和４年度　1,210人・9人

待機児童は令和５年４月１日時点でゼロとするこ
とができた。令和６年度から（仮称）貞元保育
園・清和こども園が開園予定であり、全体での受
け入れ人数の増加も見込まれていることから、次
年度以降も継続して待機児童ゼロを目指す。

8
保育園施設整備事
業

多様化する保育ニーズに対応し、将来にわたって良質な
保育の提供を安定的に行うため、公立保育園と民間保育
園のバランスのとれた施設整備を推進するという視点
で、保育環境整備の全体像を示し、各保育園の具体的な
整備方法を検討していく。

保育課

令和２年９月に市内保育施設の具体的な整備方針を示した君津市保育
環境整備計画を策定した。
この計画に則り、内箕輪保育園と南子安保育園を令和５年４月に民営
化した。
また、久保保育園、上湯江保育園、常代保育園を集約化した（仮称）
貞元保育園の整備に向け、基本構想・基本計画の策定（R３.８）、基
本設計・実施設計の実施（R３～R４）、新築工事に着工（R４～Ｒ５）
した。
清和保育園は、旧秋元小学校への複合整備、認定こども園へ移行する
こととし、令和６年４月開園に向け、整備を進めている。
さらに、私立幼稚園２園の認定こども園への移行、小規模保育園１園
の新設を支援した。

（仮称）貞元保育園と清和こども園については、
令和６年４月開園に向けて整備を進めていく。
中保育園、小糸保育園については、統合による建
替え、他の公共施設との複合整備に向けて、関係
部署と協議を行いながら、整備方針を検討する。

9
民間保育園の運営
支援

延長保育や産休明け保育等の特別な保育事業について支
援する。
また、連携を強化し情報の共有や保育のあり方について
協議し、子育て支援の充実を図る。

保育課
国・県の補助事業を活用し、民間保育園の運営支援を行った。令和元
年度に引き続き、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、衛生用品
等に係る経費についても、補助を行った。

民間保育園の運営費を一部補助することで保育士
加配等の保育の質の向上を図るため、今後も国・
県の補助事業に合わせて、補助を行う。

10

地域型保育事業に
よるサービス提供
（家庭的保育事
業）

市の状況を鑑み、主に３歳未満の保育を必要とする乳幼
児について、家庭的な雰囲気のもとで、少人数（定員５
人以下）を対象にきめ細やかな保育を行う事業（いわゆ
る「保育ママ」）について、導入を検討していく。

保育課 事業者からの問い合わせはなく、事業の開始はなかった。

令和５年度以降も引き続き新規参入を検討してい
る事業者に対しては、事業開設に向けた助言等を
実施し、子ども一人一人の状態に応じた適切な教
育・保育の機会の拡大を図る。

11
地域型保育事業に
よるサービス提供
（事業所内保育）

会社の事業所の保育施設などで、従業員の子どもと地域
の子どもを一緒に保育する。
企業と連携を図り、導入について検討していく。

保育課 事業者からの問い合わせはなく、事業の開始はなかった。

令和５年度以降も引き続き新規参入を検討してい
る事業者に対しては、事業開設に向けた助言等を
実施し、子ども一人一人の状態に応じた適切な教
育・保育の機会の拡大を図る。

12
地域型保育事業に
よるサービス提供
（小規模保育）

少人数（定員６～１９人）を対象に、家庭的保育に近い
雰囲気のもと、きめ細やかな保育を行う。また、待機児
童や保育ニーズを勘案しながら、増設に向け検討してい
く。

保育課

令和４年９月に待機児童の解消を図るため、事業者の自主整備による
小規模保育園の公募を実施し、１事業者を選定、令和５年４月開園し
た。
つばさ保育園　定員18人（０歳:6人、１歳:6人、２歳:6人）

今後の保育施設の整備と保育需要を勘案しなが
ら、必要に応じ、公募を検討する。

13

地域型保育事業に
よるサービス提供
（居宅訪問型保
育）

市の状況を鑑み。障害・疾患などで個別のケアが必要な
場合や、施設が無くなった地域で保育を維持する必要が
ある場合などに、保護者の自宅で１対1で保育を行う事
業について、導入を検討していく。

保育課 事業者からの問い合わせはなく、事業の開始はなかった。

令和５年度以降も引き続き新規参入を検討してい
る事業者に対しては、事業開設に向けた助言等を
実施し、子ども一人一人の状態に応じた適切な教
育・保育の機会の拡大を図る。



　(3)　子育て支援事業の充実

14
時間外保育事業
（延長保育）

保護者の就労形態や家庭の事情等により、標準の保育時
間（７時～１８時まで）を超えて保育を必要とする子ど
もについて、平日７時から１９時（１園のみ２０時）ま
での１２時間保育を実施している。また、現在５園で土
曜延長保育を実施している。利用ニーズが高いことか
ら、事業の継続及び拡大を検討する。

保育課

全園平日７時から１９時（３園のみ２０時まで）までの保育を実施、
土曜延長保育についても１８園中１３園で１９時までの保育を継続し
て実施した。
なお、土曜延長保育を実施していない施設に在籍している児童も、保
護者の希望があれば、実施している施設での合同保育を行っており、
どの施設に在籍している児童も必要に応じて利用できる状況となって
いた。
（公立実績）
令和２年度調定額　3,229,500円
令和３年度調定額　3,048,500円
令和４年度調定額　2,595,750円

引き続き、保護者の就労形態や家庭事情等を考慮
した時間外保育の実施ができるよう努めていく。

15
一時預かり保育事
業

保護者の断続的・短時間就労や傷病、冠婚葬祭、育児疲
れの解消等の通常保育では対象とならない場合に、保育
園で一時的に保育を行う。
保育ニーズに対応するため、実施園の拡充を視野に入れ
た保育環境を整備していく。

保育課

人見こども園、中保育園、かずさあけぼの保育園、宮下どろんこ保育
園、サンライズキッズ保育園君津園の５箇所で実施。

（実績）利用人数
令和２年度　1,735人
令和３年度　2,045人
令和４年度　1,955人

保護者が利用しやすいように実施箇所数の拡大や
受入月齢、保育時間等の見直しを検討するととも
に、積極的な事業の周知に取り組む。

16 休日保育事業
日曜日・祝日に保育を行う事業。
子育てのあり方、雇用形態の多様化を踏まえて、実施園
の拡充を視野に入れた保育環境を整備していく。

保育課
市内には休日保育を実施している施設はないが、多様な保育ニーズに
対応するため、近隣市の実施状況等を確認した。

民間施設における休日保育の実施意向の把握、公
立施設を含めた課題の整理など、実施に向けた検
討を進める。

17
病児・病後児保育
事業

保育園や幼稚園、小学校に通う子どもが病気の回復期に
あり、保育園等に預けることができない場合で、保護者
の勤務の都合、傷病、出産などの理由により家庭での育
児が困難な場合に、専用施設で一時的に保育をすること
により、仕事と子育ての両立を支援する。

保育課

ちらし配布や巡回支援を実施し、保護者へ事業の周知をした。
・利用者数実績
　　令和２年度：延べ40人
　　令和３年度：延べ77人
　　令和４年度：延べ83人
・施設作成のほけんだよりの配布（各公立・私立保育園等）
・巡回支援実績（令和３年度より開始）
　　令和３年度：3回/年
　　令和４年度：3回/年

引き続き、ちらし配布や巡回支援による事業の周
知に努めるとともに、保護者が利用しやすい事業
となるようアンケート等を通じて課題を整理す
る。

18
ファミリー・サ
ポート・センター
事業

子どもを預かってほしい会員に対し、育児を応援したい
会員を紹介し、会員相互の援助活動を支援する。
保育園・放課後児童クラブ等の開始前や終了後、冠婚葬
祭、リフレッシュなど、仕事と子育ての両立や育児疲れ
の解消等と地域コミュニティの向上を図る。
会員数の拡大に向けた啓発活動や、より利用しやすい体
制整備を行う。

こども家庭センター

SNS、広報誌、地域ＦＭラジオ、自治会回覧などを利用し、協力会員及
び利用会員双方の会員拡大に向けた啓発活動を実施した。また、原則
対面及び日時指定の協力会員向け講習会について、研修項目の一部
で、後日動画での受講を可能にするなど、興味をお持ちの方が少しで
も参加しやすくなるよう研修体制の見直しを図った。
令和４年度実績　利用実績　　延べ689件、延べ　644時間10分　　登
録会員数  355名
（内訳）
・協力会員   46名
・利用会員  278名
・両方会員   24名
・その他会員　7名

更なる事業周知に取り組むとともに、ちょこっと
預かりサービスを試験的に実施するなど、新たな
試みにチャレンジすることで、事業の活性化を図
る。

19
子だから祝金給付
事業

本市に１年以上住んでいる保護者に、第３子以降の出生
に対して３万円の祝い金を支給する。
より効果的な、少子化対策や定住促進につながるような
検討していく。

こども政策課

第３子以上の出産に対し、祝金を支給した。
令和２年度
支払件数　87人　　年間支払額　2,610,000円
令和３年度
支払件数　75人　　年間支払額　2,250,000円
令和４年度
支払件数　49人　　年間支払額　1,470,000円

令和４年度にて事業終了

20 児童手当給付事業
児童を養育している人に手当てを支給することにより、
生活の安定と次代の社会を担う児童の健全育成及び資質
向上を目的とする。

こども政策課

令和２年度
年間延べ児童数　98,428人
年間支払額　1,066,950,000円
令和３年度
年間延べ児童数　95,127人
年間支払額　1,033,435,000円
令和４年度
年間延べ児童数　90,326人
年間支払額　989,935,000円

今後も、規定により手当てを支給することで、生
活の安定と次代の社会を担う児童の健全育成及び
資質向上を図っていく。



21
認可外保育施設利
用者補助金

認可外保育施設を利用している市民税課税世帯の３歳未
満の乳幼児の保護者に対して保育料等の一部を助成する
ことにより、保護者の経済的負担を軽減する。

保育課

待機児童の多い低年齢児を対象に補助を行うことで、保育園等に入園
できない等の理由により認可外保育施設を利用している家庭の経済的
負担を軽減した。
（実績）
　令和２年度　対象人数：13人　補助額：　595,800円
　令和３年度　対象人数：21人　補助額：1,069,400円
　令和４年度　対象人数：38人　補助額：1,707,000円

引き続き、認可外保育施設を利用している市民税
課税世帯の３歳未満の乳幼児の保護者に対して保
育料等の一部を助成し経済的負担の軽減を図る。

22
母子・父子自立支
援事業

母子・父子自立支援員を配置し、ひとり親家庭等を対象
にその自立や生活の向上に必要な情報提供、相談指導等
の支援を行う。
ＤＶ被害に係る相談や助言等、被害者の救済及び支援を
行う。

こども家庭センター
母（父）子家庭等、寡婦世帯の相談件数は１１６件、配偶者からの暴
力に関する相談を年１７件取り扱い、必要に応じて関係機関と連携を
図り助言及び指導を行った。

今後も生活自立支援センターと連携し、ひとり親
家庭の自立を支援するとともに、DVや離婚などに
ついても相談者の意思を尊重した支援を行う。

23
地域子育て支援拠
点事業

乳幼児及びその保護者等が相互の交流を行う場所を提供
するとともに、子育てについての情報の提供、相談、助
言その他の援助を行う。

こども政策課

利用人数
支援ｾﾝﾀｰ　   令和２年6,719人、令和３年7,402人、令和４年11,589人
はっぴー　 　令和２年2,211人、令和３年2,931人、令和４年3,416人
ちきんえっぐ 令和２年5,363人、令和３年1,434人、令和４年527人
ひなたぼっこ 令和２年1,226人、令和３年1,849人、令和４年3,806人
コアラ　　   令和２年708人、令和３年591人、令和４年696人
合　　計　 令和２年16,227人、令和３年14,207人、令和４年20,034人

新型コロナウィルス感染症の５類移行に伴い、対
策をしながらもとの利用人数にもどるよう工夫
し、保護者が気軽に利用できるように積極的に事
業の周知を行うと共に、利用者等に調査を行い利
用しやすい環境について検討する。

23
地域子育て支援拠
点事業

乳幼児及びその保護者等が相互の交流を行う場所を提供
するとともに、子育てについての情報の提供、相談、助
言その他の援助を行う。

生涯学習文化課

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、令和２・３年度は人が密集
しないよう工夫した事業や、動画配信等を用いた事業を中心に行った
が、令和４年度は感染対策を講じながら参集型の事業を中心に実施し
た。

月平均100組程度の利用を目指す。運営委員会、広
場サポーター、関連部局との連携を深め、環境整
備及び子育て支援事業を行う。

24
実費徴収に係る補
足給付を行う事業

保護者の世帯所得の状況等を勘案して、特定教育・保育
施設等に対して保護者が支払うべき日用品、文房具その
他の教育・保育に必要な物品の購入に要する費用又は行
事への参加に要する費用等を助成する。

保育課
未移行幼稚園における低所得者世帯等の子どもの食材費（副食費）に
対する助成を行った。

保育園等で保護者が支払う副食費や日用品等の実
費負担について調査し、助成の金額や必要性につ
いて検討する。

25
多様な主体の参入
促進事業

新規参入事業者に対する相談・助言等巡回支援や、私学
助成（幼稚園特別支援教育経費）や障害児保育事業の対
象とならない特別な支援が必要な子どもを認定こども園
で受け入れるための職員の加配に要する費用の補助につ
いて、検討していく。

保育課
事業調査を行い、新規参入を検討している事業者に対しては、事業開
設に向けた助言等を実施し、子ども一人一人の状態に応じた適切な教
育・保育の機会の拡大を図る。

新規参入事業者や民間事業者から申し出があった
場合、相談等を受け調査検討していく。

26
子育て短期支援事
業

保護者の疾病等の理由により家庭において養育を受ける
ことが一時的に困難になった児童について、児童養護施
設等に入所させ、必要な保護を行う。（ショートステイ
事業及びトワイライトステイ事業）

こども家庭センター

市ＨＰや広報等で事業啓発を行ったが、新型コロナウイルス感染症拡
大に伴い利用制限等の影響があったため、利用拡大につながらなかっ
た。また、本市契約施設の受入収容能力にも限界があるため、近隣市
の施設への接触を試みるも結びついていない。

本事業を必要とする家庭の利用を促すため、本事
業の周知・啓発に努める。
また、近隣市の児童養護施設等での受入等につい
て引き続き模索していく。

27 利用者支援事業

子育て中の親子や妊婦が、認定こども園・幼稚園・保育
園での教育・保育や一時預かり保育などの地域子ども・
子育て支援事業等の中から適切なものを選択し、円滑に
利用できるよう、身近な場所で情報の提供や相談・助言
を行うなど利用者支援を図る。
関係機関との連絡調整、連携を強化し、支援体制を整備
する。

保育課
こども家庭センター

利用者支援事業（特定型）としての実績はなし。計画No.35の母子保健
相談の際、必要に応じ保育に係る情報提供に努めるとともに、入園希
望者等に対し相談・助言を行った。

引き続き、妊娠・出産・子育ての各期において、
切れ目のない支援となるよう適切な情報提供及び
相談対応を行う。

28
乳児家庭全戸訪問
事業

生後４か月までの乳児のいる全ての家庭を訪問し、子育
て支援に関する情報提供や養育環境等の把握を行う。

こども家庭センター

　　　乳児全戸訪問対象者数　4か月未満面接数　介入率
Ｒ2年度　　　453　　　　　　　　　　445　　　98.2％
Ｒ3年度　　　446　　　　　　　　　　444　　　99.6％
Ｒ4年度　　　416　　　　　　　　　　410　　　98.6％

介入できていないのは、医療的ケア児などで長期入院等
（退院後介入している）

生後４か月までの乳児のいるすべての家庭
を訪問し、子育て支援に関する情報提供等
を行うとともに、親子の心身の状況や養育
環境等の把握や助言を行い、支援が必要な
家庭に対しては適切なサービス提供につな
げる。乳児家庭の孤立化を防ぎ、乳児の健
全な育成環境の確保を図る。



　(4)　地域子育て力の向上

29
家庭教育学級の充
実

子育てに関するテーマだけでなく、家庭を取り巻く地域
の課題や社会状況について、仲間づくりを行う中で自ら
成長できる場として、家庭教育学級の充実、拡充に努め
る。また小さな子をもつ親が安心して学ぶことができる
よう、学級開催中の保育についても配慮する。
子育ての技術や方法を学ぶだけでなく、親の主体的な学
びと親同士の学び合いを通じて親自身も成長できる場と
なるよう、準備会や学級運営を行う。

生涯学習文化課

新型コロナウイルス感染症による休館等の影響により、実施できない
プログラムもあったが、オンライン（ZOOM、YouTube）を活用するな
ど、工夫をしながら家庭教育関連の学習機会の提供を行った。

地域の家庭教育推進のため、より多く
の人に学習機会が提供できるよう工夫し
ながら、家庭教育学級及び関連事業を
開催していく。

30
保育園・こども園
の園庭開放

地域において身近な保育園・こども園の園庭を開放（平
日９時３０分～１１時、１５時～１６時）し、未就園の
子どもと同年代の在園児との交流の場や、育児の悩み等
を気軽に相談ができる場を提供する。

保育課
園庭開放、育児相談：公立全園（８園）で実施。
また、保育園等の入園を検討している家庭保育中の保護者に対して園
庭開放の案内を行った。

午後のみの受入れとしていたが、新型コロナウイ
ルス５類移行に伴い、午前も開放し未就園児の保
護者が気軽に利用できるように、窓口等で保護者
に園庭開放の周知を行う。

31
子どもの遊び場管
理事業

近隣に公園等の遊び場がない地域に子どもの遊び場を設
置し、安全に遊べる環境を提供する。
引き続き、地域の子どもが安心して利用できるよう安全
管理を図る。

保育課
専門業者による施設遊具の点検や自治会が刈った草の処分等、安全管
理に努めた。
地元自治会から廃止申請のあった遊び場については、１件廃止した。

地域の子どもが安心して利用できる遊び場を目指
す。必要に応じ、遊具等の補修を行う。

32
地域住民と子ども
とのふれあい機会
の創出

七夕や運動会などの保育園行事に地域の高齢者の招待、
地域の季節行事や敬老会への参加、施設訪問などによ
り、世代間の交流を図る。また、未就園児や小学生を招
き、異年齢児との交流活動を行う。
地域に開けた保育園運営を目指し、情報の発信や地域社
会との交流のあり方を検討する。

保育課
新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、行事の縮小や中止を
行ったため、交流の機会が減少した。
そのような中でも、様子を見ながら地域の文化祭や敬老会に作品展示
や発表等で参加した。

新型コロナウイルス５類移行に伴い、
園行事への招待や地域行事への参加を
積極的に行い、交流を深めていく。
地域の施設に訪問したり、地域の人との
交流も増やしていく。

33
学校教育ボラン
ティア活用事業

学校が希望する教育ボランティアの内容に基づき、地域
の人材が有する知識や経験を学校教育活動に活かすため
に、地域の方々を君津さわやかスクールボランティアと
して登録し、教育活動への支援をしていただけるような
事業を展開する。特に安全に関わるボランティア登録を
推進する。

教育センター
数多くの方に登録していただいており、活動延べ人数も年々増えてき
ている。小学校の教育支援の人員が増えたり、中学校での活用が拡大
してきた。特に、学校図書館整備でのボランティアが増えている。

学校教育ボランティアの回数、延べ人数の拡大を
図る。また、子どもの豊かな学びにつながるよう
により効果的な活用を工夫する。

34
民生委員・児童委
員、主任児童委員
との連携強化

民生委員・児童委員、主任児童委員との連携強化を図
り、地域での子育て相談や支援の充実、地域の実情把握
を図る。

厚生課
（社会福祉協議会）

新型コロナウィルス感染拡大の影響により活動ができなかった。

ＰＲパンフレットの配布を継続的に行い、民生委
員・児童委員、主任児童委員活動の周知を図る。
１歳６か月健康診査において、民生委員・児童委
員、主任児童委員のＰＲ活動を実施し、子育てし
ている方へ直接声を掛け、相談支援の充実を図
る。



２　すべての子どもが健やかに生まれ育つまちづくり

　(1)　保健体制の充実

35 母子保健相談

母子健康手帳交付時に助産師または保健師が全妊婦と面
接し、保健指導や母子保健事業の案内を行う。面接から
得た情報をもとに、安心・安全な妊娠・出産・子育てに
向けて個別支援プランを作成し、必要に応じた支援につ
なげていく。
母乳相談をはじめ、妊産婦に対し、電話・来所・訪問等
で相談に対応する。

こども家庭センター

36
子育て世代包括支
援センター運営事
業

子育て世代が安心して出産、子育てができるよう妊娠期
から子育て期にわたる相談窓口であるすこやか親子サ
ポート「つみき」において、助産師、保健師、看護師、
管理栄養士、歯科衛生士の専門職が対応する。必要時
は、関係機関と連携し切れ目のない支援を実施する。

こども家庭センター

母子健康手帳交付時に全妊婦を対象に助産師又は保健師が
面接を行い、健康状況等の把握により、リスクの早期発見
に努めた。また各職種と連携し、必要な妊婦に対して継続
支援を行った。
　　　　【妊娠届出数】　【面接数】
R2年度　　452　　　　　　　449
R3年度　　442　　　　　　　440
R4年度　　405　　　　　　　405

相談専用ダイヤルの設置や各職種連携の強化等を図り、妊
娠期から子育て期の不安等の早期発見に努めた。また、パ
ンフレット等で周知に努め、対象者のニーズに合わせた支
援に繋げた。

子育て世代包括支援センターと、こども家
庭総合支援拠点を統合して令和5年度４月
に「君津市こども家庭センター　つみき」
を設置。これまで以上に各職種連携の強化
を図り、すべての妊産婦・子育て世帯・子
供への一体的な支援を実施していく。
母子健康手帳交付時に、助産師または保健
師が妊婦本人と面接を行い、母子保健サー
ビスの案内や相談を行う。健康状態や出
産・育児に係る環境等を確認し、リスクア
セスメントを実施した上で、必要に応じ
て、関係機関と連携し、適切な支援につな
げる。

37 産後ケア事業

母の体調不良や育児不安、または家族から育児や家事の
援助が得られない等の状況がある産後５か月未満の乳児
と母を対象に、管内の協力医療機関において宿泊や日帰
りにより心身の休養・育児相談等を行い支援する。

こども家庭センター

Ｒ２年度：通所型　実3件　延10件、短期入所型　実7件
延13件
Ｒ３年度：通所型　実4件　延4件、短期入所型　実10件
延13件、居宅訪問型　実6件　延19件
Ｒ４年度：通所型　実1件　延7件　短期入所型　実2件　延
2件、居宅訪問型　実30件　延70件
居宅訪問型がスタートし、ニーズに合わせた援助が提供で
きるようになった。

短期入所型・通所型・居宅訪問型の産後ケ
ア事業の利用促進のため、事業内容の周知
に努め、産後の育児不安等の軽減を図ると
共に、母の心身のケアを行い、安心して育
児できるよう支援していく。

38 妊婦健康診査
妊婦健診の費用１４回分を助成し、安全な妊娠・出産の
ため支援を強化していく。

こども家庭センター
助産師又は保健師が全妊婦に面接を実施した。
また、マタニティクラスやパパママクラスにて妊婦健康診
査の重要性の周知を行い、受診勧奨を行った。

妊婦健康診査の重要性を、母子健康手帳交
付やパパママクラス等の機会に周知し、適
正な受診へつなげる。

39 乳児健康診査
乳児健診の費用を生後３から６か月及び９から１１か月
に各１回助成し、子どもの健全な育成を支援する。

こども家庭センター

母子健康手帳交付、新生児訪問、すくすく赤ちゃん教室、
育児相談等で乳児健康診査の必要性を説明し、受診勧奨を
した。3～6か月児健康診査を未受診の者には、母子保健推
進員により9～11か月児健康診査の受診勧奨をした。
3～6か月児健康診査受診率
R2年度：98.2％　R3年度：92.2％　R4年度：98.1％
9～11か月児健康診査受診率
R2年度：81.6％　R3年度：84.0％　R4年度：80.9％

3～6か月児健康診査については、引き続き
受診率向上にむけ、母子保健事業の際に受
診勧奨を行う。
また3～6か月児健康診査未受診者には、母
子保健推進員による9～11か月児健康診査
の受診勧奨を行い、受診率向上につなげ
る。

計画No.36と統合



40
１歳６か月児・３
歳児健康診査

育児に関する保護者の気持ち等を表現できる項目を問診
票に取り入れることで、発育発達の確認はもちろんのこ
と、育児不安や虐待の予防に対して取り組んでいく。ま
た、未受診者に対しては通知や訪問にて受診勧奨・状況
把握を確実に行い、必要な支援につなげていく。
○１歳６か月児健康診査
一般健康診査、歯科健康診査、保健指導、
歯科指導・栄養指導を実施。
○３歳児健康診査
一般健康診査、歯科健康診査、尿・視聴覚検査、保健指
導、栄養指導の実施。

こども家庭センター

【実績】
◆１歳６か月児健康診査
Ｒ２年度　年３０回実施　受診率　95.8％
Ｒ３年度　年１５回実施　受診率　95.2％
Ｒ４年度　年１８回実施　受診率　94.9％

◆３歳児健康診査
Ｒ２年度　年３０回実施　受診率　95.0％
Ｒ３年度　年１５回実施　受診率　91.8％
Ｒ４年度　年１８回実施　受診率　96.8％

引き続き未受診者に対し、受診勧奨をし受
診率の向上を図る。
また、受診日の調整にLOGOフォーム等を活
用することにより、市民の利便性を向上さ
せる。

41 マタニティクラス

妊娠・出産・育児について、助産師を中心とした専門職
が正しい知識や心構えなどの健康教育を実施するととも
に、マタニティクラスが産後もつながる仲間づくりの場
となるよう企画する。

こども家庭センター

42 パパママクラス

赤ちゃんの成長と妊婦の心身の変化の学習・妊婦体験等
を行い、妊婦へのサポートについて考え、さらに子ども
を迎えるための準備・親としての役割について、夫婦で
考える機会を提供する。

こども家庭センター

君津市パパママクラス参加率
Ｒ２年度：9％（年６回開催・他個別３回）
Ｒ３年度：12％（年７回開催・他個別２回）
Ｒ４年度：10％（年8回開催・他個別８回）

マタニティクラスと統合したパパママクラ
スとして、妊婦とその家族へ広く参加を呼
びかける。
参加者にとって、妊娠出産のイメージがで
き、産後の育児にスムーズに移行できるよ
う支援する。
特に初めての出産になる方に対しては妊娠
届出時に積極的な参加を勧め、孤立した子
育てとならぬようパパママへの意識醸成を
図る。
また、BMIなど妊婦の健康状態によって
は、栄養や歯の健康指導を行う日程への参
加を促すなど、安全な出産に向け生活習慣
を見直してもらうための助言を行う。

43
母子保健推進員に
よる活動

妊産婦や乳幼児等を対象に、訪問等にて母子保健情報の
提供及び不安や質問の聞き取りを行い、必要に応じて地
区担当保健師につなげていく。

こども家庭センター

Ｒ2年度　依頼件数　56件　訪問実績　53件
         3-6か月児乳児健診未受診者への訪問も開始。
Ｒ3年度　依頼件数　75件　訪問実績　70件
Ｒ4年度　依頼件数 107件　訪問実績　76件
         乳児教室未利用者への訪問を開始
母子保健推進員の活動内容は拡大しており、実績も増加し
ている。

母子保健推進員による乳幼児健診未受診者
への受診勧奨、転入者の予防接種手続きの
案内等を行うなど、子育て家庭における母
子保健の充実と育児不安等の解消に向け、
アウトリーチ型支援を実施する。

　(2)　子どもへの健康支援

44 のびのび育児相談

助産師・保健師・栄養士・歯科衛生士による育児相談及
び身体計測を実施する。保護者が身近に相談できる場と
して、また、保護者の交流の場となるよう市内２か所で
実施する。

こども家庭センター

〈実績〉
Ｒ２年度　年３０回実施　延べ６４０人　（４回中止）
Ｒ３年度　年１５回実施　延べ６５０人　（３回中止）
Ｒ４年度　年１８回実施　延べ８８８人
※中止理由は新型コロナウイルス感染症に伴う緊急事態宣
言のため。

新型コロナウイルス感染症が５類となった
ことを受け、わらべうたなどのレクリエー
ションの実施や会場設営等の工夫により、
子育て世代の交流の場となるような企画に
取り組む。
近年増加傾向である多胎児の保護者に向け
た育児相談の場の提供を検討する。

45 こどもの発達相談
からだや心の発達について、心理の専門家が個別に相談
に応じる。

こども家庭センター

令和３年度から臨床心理士２名体制で実施。
【実績】
Ｒ２年度　年１２回実施　延べ３０人
Ｒ３年度　年２０回実施　延べ４８人
Ｒ４年度　年２７回実施　延べ６３人

近年、こどもの発達に関する不安を持つ保
護者が増加していることから、専門職の確
保や他機関との連携により、こどもの発達
にかかる相談支援体制の強化を図る。

計画No.42と統合



46 幼児健康相談
保健師が市内の公立保育園に出向き、保育士とともに園
児の健康と成長発達の情報交換・共有を行う。

こども家庭センター

47 むし歯予防教室
幼稚園児、保育園児、２歳児とその保護者を対象に、む
し歯予防の講話と歯磨き実習を実施する。

こども家庭センター

コロナ禍であり、歯みがき実習は見合わせていたが、むし
歯予防の講話や啓発は各教室で行っていた。
令和４年度の保育園児においては、１０園２６５人に講和
をした。

集客のアプローチ、教室の周知を引き続き
する。加えて保護者のむし歯予防の認識が
高くなるように、啓発に努める。

48 食育指導
小中学校の給食時間に学校を訪問し、献立について児童
生徒の感想を聞いたり、喫食状況の確認、加えて地産地
消など食に関する講和を行う。

学校給食共同調理場

調理場職員が給食時間に学校を訪問し、調理場の紹介や旬の食材の説
明などを行った。
（実績）
令和２年度　23校77回
令和３年度　23校35回
令和４年度　10校14回

調理場職員が給食時間に学校を訪問し、調理場の
紹介や旬の食材の説明などを行う。

48 食育指導

公立保育園において栄養士が「３つの食品群とその働
き」や「食べ物や作ってくれた人への感謝の気持ち」等
の食育指導をする。また、園内での調理体験や作物の収
穫を通して、食への関心を高める。

保育課

『３つの食品群とその働き』『手洗い』『食事マナー』等について紙
芝居などの媒体を用いて食育指導を行った。
（実績）
令和２年度　平均9回/園/年　延べ2,355人
令和３年度　平均7.2回/園/年　延べ1,854人
令和４年度　平均9.4回/園/年　延べ1,990人

栄養士が公立保育園等8園を巡回し、園児にむけて
時季にあわせた食育指導を行う。（8園×11か月）

　(3)　小児医療の充実

49
小児医療体制の充
実

年間を通じて定期的なＮＩＣＵ連絡会議に参加し、君津
中央病院の新生児センター、周産期センター及び管内各
市・健康センターとの連携を図る。
在宅当番医は、引き続き医師会の協力のもとに、急病に
備え対応する。
広報・ホームページにて、日曜休日当番医の周知を行
う。また、新生児訪問で、君津郡市夜間急病診療所のパ
ンフレットを配布する。

健康づくり課

R2　在宅当番医
　　実施日数　70日　　患者数　　1,934人
　　うち小児科
　　実施日数　37日　　患者数　    486人

R3　在宅当番医
　　実施日数　70日　　患者数　　2,288人
　　うち小児科
　　実施日数　39日　　患者数　    674人

R4　在宅当番医
　　実施日数　71日　　患者数　　3,292人
　　うち小児科
　　実施日数　51日　　患者数　    834人

救急医療体制の整備を支援していく。

50
未熟児医療給付事
業

出生児の体重が2,000ｇ以下、又は生活力が特に弱い未
熟児で、養育のために指定医療機関で入院が必要と認め
られる場合、その養育に必要な医療を助成。
乳児の健康の保持及び増進を図るため、乳児に対する医
療の措置を講じ、もって市民保健の向上を図る。

こども政策課

未熟児の医療費（保険診療分）を全額助成した。
・令和２年度　助成対象者１７名
　　　　　　（内３名は前年度より継続）
・令和３年度　助成対象者１０名
　　　　　　（内４名は前年度より継続）
・令和４年度　助成対象者１３名
　　　　　　（内２名は前年度より継続）

今後も事業を実施し、乳児の健康の保持及び増進
を図っていく。

51
子ども医療費助成
事業

子育て支援体制を充実させるため、保護者の経済的負担
軽減と、子どもの保健対策を充実させる。また、少子化
時代に対応した、更なる充実を図るため、対象年齢や自
己負担金についても検討していく。

こども政策課

中学３年生までの入院、通院、調剤にかかる医療費（保険診療分）を
全額助成した。
・令和２年度　年間延べ支払い人数 97,426人
　　　　　　　年間支払額 189,998,869円
・令和３年度　年間延べ支払い人数 107,640人
　　　　　　　年間支払額 214,803,918円
・令和４年度　年間延べ支払い人数 113,266人
　　　　　　　年間支払額 226,979,645円

中学校３年生までの保険が適用する医療費（高額
医療費は除く）を助成する。
また、令和５年１０月から高校３年生まで対象を
拡大し、更なる保護者の経済的負担軽減を図る。

計画No.45と統合



　(4)　個別的な配慮が必要な子どもとその家庭への支援

52 幼児ことばの相談

発達の遅れや難聴等により、ことばに問題を持っている
幼児への「ことばの相談」や発達障害等により、発育や
発達に遅れや問題を持っている就学児等の適正な療育を
図る「療育支援事業」を行う。

障害福祉課
ことばの遅れや発達において気になる就学前の幼児等に適正な療育を
図った。利用申請の窓口が障害福祉課になっていることで、保護者が
申請をためらうことがあり課題となっている。

幼児の適正な養育を図るため、今後も継続して事
業を実施していく。乳幼児期から就学期まで切れ
目ない支援につなげるためこども家庭センターが
実施する母子保健業務と一体的に事業を実施でき
るよう検討する。

53 障害児保育事業
障害を有する就学前児童で、保護者の就労等の都合によ
り家庭保育が困難な場合に、保育園において施設整備や
受入体制を整え、集団保育を実施する。

保育課
障害のある子どもや発達に遅れや偏りのある子どもを、保育園等にお
いて受入体制を整え、集団保育を実施した。また、集団保育を行い分
け隔てない関わりを持ち、インクルーシブ教育の要素も取り入れた。

引き続き受入体制を整え、障害の有無や家庭環境
にかかわらず、その子の持つ力や可能性を最大限
に伸ばせるような保育環境の整備を行う。

54
特別支援教育推進
事業

一人ひとりの支援ニーズに応じた教育の充実と推進を図
る。
①特別支援チームの学校派遣
②ほほえみ相談室の運営
③特別支援教育推進委員会の運営
④生活体験指導員の配置

学校教育課

一人ひとりの支援ニーズに応じた教育の充実と推進を図ることができ
た。
①特別支援アドバイザー派遣を要請に応じて実施。
②君津特別支援学校職員による「ほほえみ相談」を要望に応じて実
施。
③特別支援教育コーディネーター会議を行い、連絡調整の方法につい
て周知。
④きみつっ子サポーターと名称を変え、市内の小中学校に配置。

一人ひとりの支援ニーズに応じた教育の充実と推
進を図る。
①特別支援アドバイザー派遣
②就学に関わる「ほほえみ相談」の実施
③特別支援コーディネーター会議の充実
④きみつっ子サポーターの配置

55
障害児通所支援事
業

就学前の児童に対して、日常生活における基本的な動作
の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練等を行
う「児童発達支援」や重度の障害がある子どもについ
て、自宅を訪問して児童発達支援を行う「居宅型児童発
達支援」、就学児等に放課後や夏休み等に生活能力改善
のための訓練を継続的に提供し、障害児の自立を促進す
る「放課後等デイサービス」、保育所等の集団生活を営
む施設を訪問し、集団生活への適応のための専門的な支
援を提供する「保育所等訪問支援」等を行う。

障害福祉課
申請に基づきサービスの提供を実施した。サービスの利用手続きにつ
いての問い合わせが多く、関係機関と連携し制度について広く周知し
ていく必要がある。

サービスを通して障害児の自立を促進する。

56
児童扶養手当給付
事業

ひとり親家庭の自立のため、所得に応じて手当てを支給
する。

こども政策課

規定により支給し、ひとり親家庭の福祉の増進を図った。
・令和２年度　年度末受給者数　563人
　　　　　　　年間支払額　290,166,890円
・令和３年度　年度末受給者数　565人
　　　　　　　年間支払額　279,941,690円
・令和４年度　年度末受給者数　523人
　　　　　　　年間支払額　278,879,800円

今後も、規定により支給することで、ひとり親家
庭の生活の安定と自立を助け、児童の心身の健や
かな成長と福祉の増進を図っていく。

57
母子・父子自立支
援事業

母子・父子自立支援員を配置し、ひとり親家庭等を対象
にその自立や生活の向上に必要な情報提供、相談指導等
の支援を行う。
ＤＶ被害に係る相談や助言等、被害者の救済及び支援を
行う。

こども家庭センター

58
生活困窮世帯等学
習支援事業

生活困窮世帯等の子どもに対して、学習支援、居場所の
提供等を行うことで、学習意欲向上・習慣化・基礎学力
向上を促して自ら学ぶ力を養うほか、日常生活習慣、社
会性及び自己肯定感を育むとともに、子どもの高等学校
等への進学又は将来における安定就労に繋げ、子どもた
ちが家庭環境に関わらず、将来の希望を描くことができ
るよう支援する。

厚生課

開催教室数　２か所
登録児童数　令和２年２３人、令和３年４２人、令和４年２３人
開催回数　　令和２年１３７回、令和３年１１８回、令和４年１８６
回
出席延人数　令和２年５４２人、令和３年１，２００人、
　　　　　　令和４年８９９人

生活困窮世帯等の子どもに対して、学習支援、居
場所の提供等を行うことで、子どもたちが家庭環
境にかかわらず、将来の希望を描くことが出来る
よう支援する。

58
生活困窮世帯等学
習支援事業

生活困窮世帯等の子どもに対して、学習支援、居場所の
提供等を行うことで、学習意欲向上・習慣化・基礎学力
向上を促して自ら学ぶ力を養うほか、日常生活習慣、社
会性及び自己肯定感を育むとともに、就労に繋げ、子ど
もたちが家庭環境に関わらず、将来の希望を描くことが
できるよう支援する。

こども政策課

開催教室数　２か所
登録児童数　令和２年２３人、令和３年４２人、令和４年２３人
開催回数　　令和２年１３７回、令和３年１１８回、令和４年１８６
回
出席延人数　令和２年５４２人、令和３年１，２００人、
　　　　　　令和４年８９９人

令和５年度から新たに実施する山間地域での送迎
及び小糸・清和会場の周知を行い、利用者の増加
に努め、引き続き、生活困窮世帯等の子どもに対
して、学習支援、居場所の提供等を行うことで、
子どもたちが家庭環境にかかわらず、将来の希望
を描くことが出来るよう支援する。

計画No.22と重複しているため廃止



３　心身ともにたくましい子どもが育つまちづくり

　(1)　学校教育の充実

59 英語教育推進事業

「世界を舞台に活躍できる君津っ子」の育成に向け、市
内小・中学校における英語教育の充実を図る。君津市英
語教育構想に基づき、授業改善、教材開発、行事の企
画・運営に加え、外国人講師の配置や国際化推進コー
ディネーターの派遣等も推進する。

学校教育課

英語教育推進事業、外国語指導助手活用事業、国際化コーディネー
ター推進事業の３つの事業を１つに統合し、令和4年度より外国語教育
推進事業とした。
イングリッシュ・デイ・キャンプはコロナ禍の中ではオンライン形式
で実施したり、令和４年度は小学校イングリッシュ・デイ・キャンプ
を３年ぶりに対面で行ったり、中学生対象の全６回のオンラインレッ
スンを開催し、SDGｓをテーマに英語で世界の様子を知ったり、自分に
できることを発表したりした。

コーディネーターALTを１名加配し、教育センター
と配置ALT,各学校の外国語担当の先生方と連携を
図りながら、教員の指導力、生徒の英語力の向上
を図る。
小学校イングリッシュ・デイ・キャンプや中学生
用に英検対策イベントを実施し、新しい時代に必
要となる資質能力を育成する。

60
体力向上プロジェ
クト推進事業

児童・生徒の生きる力の根底をなす丈夫で強い心と体を
育成するため、体育主任による指導の連携を図り、健康
の保持・増進、基礎体力の向上を目指すとともに指導者
の指導技術向上を図る。

学校教育課

令和２年度・３年度と新型コロナウイルス感染症蔓延のため、体力向
上プロジェクト委員会を中止としたが、体育活動に多くの制限があ
り、体育学習内容も運動量や運動経験が確保できない状況にあったた
め、事務局（教育委員会）より、令和元年度までに作成した資料の活
用を呼びかけたり一人でもできる外遊び資料の提供をしたりした。
令和４年度より、市内児童生徒の体力の現状から、体力向上に向けた
取組内容について協議した。４年度末に、委員を通じて各学校へ資料
活用の呼びかけをした。

○千葉県運動能力証合格率
　・小学校　４５％
　・中学校　３８％
○体力向上プロジェクト委員会
　年３回の開催
○運動マスター、爽走プランの活用

61
道徳・人権教育推
進事業

自他の命を大切にし、豊かな人間関係を築くために、道
徳・人権教育を発達段階に応じて計画的に行う。また、
学校・家庭・地域が連携して、地域の実態に即し、家
庭・地域に開かれた実践を行う。児童会や生徒会を中心
に、「いじめ撲滅運動」や「いのちを大切にするキャン
ペーン」等の活動を推進する。

学校教育課

コロナ禍で、授業公開が厳しい状況になったため、取組目標を授業公
開100％ではなく、きみつ学びしらべの中の質問紙の「児童生徒の間で
話し合う活動を通じて、自分の考えを深めたり、広げたりすることが
できていると思う」と感じる児童生徒の割合について、７０％以上を
目指して取り組んだ。

学校人権教育推進委員会や夏季道徳研修、学校人
権教育研究協議会を活用し、自他の大切さを認
め、思いやりの心を育てる人権教育の充実を図
る。

62 学力向上推進事業

「確かな学力」を身に付けた君津っ子の育成のため、学
力向上推進委員会の設置、学力向上担当者会議の開催を
通して、指導方法の改善や今日的な課題解消に向けた提
言、取り組みを推進する。

学校教育課

学力向上推進委員会を設置し、学力の課題や各学校の取組について協
議を行った。令和３年度は「ICTを活用した授業事例集」、令和４年度
は、データベースとしての機能を有する「きみつ授業レシピ」の作成
を行った。作成した資料は各学校に情報提供を行った。

「算数・数学」の授業力の向上を図る。
　・授業を見る機会を市教委として提供し、
　　授業改善を図るとともに、市内の教職員の
　　指導力の向上を図る。

63
自然体験学習推進
事業

児童・生徒の生きる力を育むために、自然体験活動など
の豊かな体験を通した道徳性の育成を図ることがさらに
重要となっている。平成２０年度より、市内の自然を活
用した自然体験学習を推進し、市で生まれ育った子ども
たちに、ふるさと君津の継承者としての自覚と誇りを持
たせるための事業として年々拡大してきた。今後も効果
を検証しながら、学校のニーズやねらいに応じた自然体
験学習のあり方を検討し、推進する。

学校教育課 令和２年度より事業を凍結中



　(2)　児童の健全育成

64

放課後児童クラブ
等の運営支援の充
実（放課後児童健
全育成事業の充
実）

保護者が労働等により昼間自宅にいない家庭の小学校児
童を対象として、放課後の安全な居場所を提供する。運
営費、家賃の一部を補助しており、引き続き、運営費等
の補助を行うとともに、施設等の環境整備や受入児童数
の拡大を検討し、支援員の資質向上のための研修等を支
援する。

こども政策課

運営費及び家賃の一部を補助した。
また、令和３年度２月分から対象クラブに対して支援員等処遇改善に
関する補助金も交付している。

〇補助金交付額
　R2(14ｸﾗﾌﾞ･16単位)
　　72,795,416円
　R3(14ｸﾗﾌﾞ･16単位)
　　65,620,572円
　R4(13ｸﾗﾌﾞ･18単位)
　　89,571,643円

〇受入児童数
　R2(14ｸﾗﾌﾞ･16単位)
　　通年：499人　長休：93人　随時：106人　合計：698人
　R3(14ｸﾗﾌﾞ･16単位)
　　通年：515人　長休：193人　随時：52人　合計：760人
　R4(13ｸﾗﾌﾞ･18単位)
　　通年：558人　長休：166人　随時：45人　合計：769人

保護者会運営クラブの保護者負担軽減に向けて、
運営方法等の調査研究や、全学童クラブの安定し
た運営のため、現状の課題把握や補助金メニュー
等の整理を行い、社会情勢を鑑みた補助ができる
よう努める。

65
放課後こども教室
事業

放課後や週末などに小学校の余裕教室等を活用して、子
どもたちの安全・安心な活動拠点（居場所）を設け、地
域住民の参画により勉強やスポーツ、文化活動、その他
様々な体験・交流活動などを展開する。

生涯学習文化課

令和2年度　新型コロナウイルス感染症の影響のため、予定していた10
回は開催できず2回とした。対象学年は1～4年に拡大したが、3密を避
けるため、事業実施の際は人数を減らし、2学年ずつの開催とした。
令和3年度　新型コロナウイルス感染症対策として、室内ではなく屋外
での実施を行った。当初は10回行う予定であったが、屋外実施で天候
不良の際逃げ場もなかったため、中止が相次ぎ6回開催となった。
令和4年度　新型コロナウイルス感染症対策を行い事業を実施した。当
初は屋外で活動する予定だったが、新型コロナウイルス感染症の影響
も弱まったため、屋内での活動も併用し、実施した。

「やえっ子ひろば」の継続実施。
活動内容に合わせ屋内、屋外を選択し活動を実施
する。また、活動協力スタッフ15名体制の安定化
と、中心的に運営を担うコーディネーター2名体制
の育成を進める。

66
キャリア教育推進
事業

子ども一人ひとりが「生きる力」を身に付け、しっかり
した勤労観・職業観の形成ができるよう、学年や小・中
学校が連携し、発達段階に応じた系統的な計画を確立す
る。また、家庭・地域、地域の産業界の協力体制の構築
を図る。

学校教育課
子どもたちが将来を見据えることができるようにするため、地域の特
色を活かしたキャリア教育を推進することができた。

学校における体系的・系統的なキャリア教育を実
践する。また、地域の特性を生かしたキャリア教
育を実践する。学校の教育活動全体を通じてキャ
リア教育を実践することで、将来に希望を持ち、
目的を持って学習する「君津っ子」を育成する。

67
子どもの読書活動
推進事業

子どもたちが読書を身近なものとして親しみ、自由に楽
しめるよう、各場面・各年代に応じた取り組みを行うと
ともに、読書活動を支える関係機関等の連携の強化と読
書環境の充実を図り、子どもの読書活動を推進する。

生涯学習文化課

新型コロナウイルス感染症の影響により、変更や中止せざるを得ない
取組もあったが、工夫をしながら各種事業の実施を図った。
（令和４年度実績）
ブックスタート絵本配布率：100％
読書月間取り組み機関：53機関（※学校統合等による減）

「第四次君津市子ども読書活動推進計画」に基づ
き、各種事業を展開する。
ブックスタート絵本配布率100％
読書月間取り組み機関：53機関

67
子どもの読書活動
推進事業

子どもたちが読書を身近なものとして親しみ、自由に楽
しめるよう、各場面・各年代に応じた取り組みを行うと
ともに、読書活動を支える関係機関等の連携の強化と読
書環境の充実を図り、子どもの読書活動を推進する。

中央図書館

令和2年度から4年度にかけて、新型コロナウイルス感染症対策、中央
図書館改修工事に伴う長期休館のため、定例子ども行事を休止してい
たが、希望する保育園を対象に出張・来館おはなし会を実施した。
（出張：2,121名、来館：19名）
また、令和4年度には季節のおはなし会の再開（参加者：全4回115
名）、乳児期家庭を対象とした講座を実施した。（参加者：1回17名）

定例子ども行事のほか、乳幼児およびその家族を
対象とした夏休みイベントとして「ちゃいるどた
いむ」を再開し、子供が読書に親しむきっかけ作
りを図る。
あわせて、子供の身近にいる大人へ子どもの読書
活動の大切さを伝えるため、講座を実施する。

67
子どもの読書活動
推進事業

子どもたちが読書を身近なものとして親しみ、自由に楽
しめるよう、各場面・各年代に応じた取り組みを行うと
ともに、読書活動を支える関係機関等の連携の強化と読
書環境の充実を図り、子どもの読書活動を推進する。

学校教育課

学校図書館担当及び司書補助員の工夫された取り組みにより、「読書
が好きですか」という質問に「好き」と回答した児童生徒は令和3年度
よりも増加した。しかし、学校図書館からの平均貸し出し数は令和3年
度より下回っている。

「読書が好き」と感じられるための読書月間や読
書活動の実施。
学校団体貸し出しセットの充実。
図書館のリユース本を学校図書館に活用する学校
数を増やす。

68
子どもへの読み聞
かせの推進

読み聞かせボランティアを育成し、図書館職員との協働
により保育園・幼稚園等を対象におはなし会等を実施し
て、児童サービスの拡大を図る。

中央図書館

令和2～3年度は、新型コロナウイルス感染症対策のため、研修会を中
止したが、令和4年度はブックスタートボランティアの全体会、スキル
アップ研修会を実施し、スキルアップを図った。

読み聞かせボランティアのスキルアップを図るた
めの勉強会を再開する。
ブックスタートボラティアを対象とした研修会を
行うとともに、新規ボランティアの募集、養成講
座を実施する。



４　子どもの安全を守り、安心できるまちづくり

　(1)　子どもの安全確保

69
学校と地域の連携
の取組強化

青少年健全育成連絡協議会や学校評議員制度・学校運営
協議会等を活用し、学校と地域が連携し、情報の共有化
を図り、ＰＴＡや学校警察連絡委員会を中心とした諸活
動の支援を行う。
青少年健全育成のため、地域で子どもたちを育てる活動
を実施する。

生涯学習文化課

新型コロナウイルスの影響により、多くの健全育成連絡協議会で活動
が縮小、中止となった。
その中でも、工夫を図り、標語コンクールをはじめとする行事の実施
や、学校統合後の協議会のあり方について検討を深めることができ
た。

１１地区の青少年健全協議会等の活動を通じて、
地域の連携をめざす。
学校再編地区については、適切な支援に努める。

69
学校と地域の連携
の取組強化

青少年健全育成連絡協議会や学校評議員制度・学校運営
協議会等を活用し、学校と地域が連携し、情報の共有化
を図り、ＰＴＡや学校警察連絡委員会を中心とした諸活
動の支援を行う。
青少年健全育成のため、地域で子どもたちを育てる活動
を実施する。

学校教育課

全ての学校で、学校評議員、または、学校運営協議会を設置し、学校
運営や地域の課題について情報共有を図りながら、地域とともにある
学校づくりに取り組んでいる。
※しかし、コロナの影響により一堂に会しての会議などは実施できな
い状況があった。

地域に開かれた学校を目指し、学校評議員制度や
青少年健全育成団体等との関係機関との連携を継
続する。

70
防犯パトロールの
推進

地区青少年健全育成連絡協議会等が夏休み等に自治会、
防犯協会、青少年相談員等と連携して防犯パトロールを
実施する。
青少年健全育成のため、地域で子どもたちを育てる活動
を実施する。

生涯学習文化課

新型コロナウイルスの影響により、パトロール活動が縮小、中止とな
ることがあったが、地域団体や地元住民の協力により、地区の危険個
所のパトロールなど自主的に活動が行われたこともあり、地域の安
全、安心の環境整備を進めることができた。

青少年相談員と青少年健全育成協議会と連携し
て、防犯パトロールを実施し、引き続き青少年の
安全対策を図る。

71 防災意識の啓発

自主防災会や自治会等主催の防災訓練や防災講座に自主
的に参加する意識を高め、「自分の命は自分で守る」と
いう「自助」と身近な地域での交流の中での「自分たち
の町は自分たちで守る」という「共助」の意識を育み、
防災意識の啓発を行う。
　また、保育園、幼稚園、及び子育てサークル等の要請
により、防災講座を実施し、参加している児童、園児、
及びその保護者の防災意識の高揚を図る。

危機管理課

自主防災会及び自治会等が主催する防災訓練または防災講座におい
て、講演を行う等の支援を行った。
また、市内認可保育施設の園長や園児を持つ保護者を対象にした防災
講演会を開催した。

令和２年度
・防災訓練（自治会等）　　5回　・防災講座（自治会等）　6回
・防災講演会（保護者等）　0回
災害対策コーディネーター養成数　0人

令和３年度
・防災訓練（自治会等）　　1回　・防災講座（自治会等）　6回
・防災講演会（園長等・保護者）　2回
災害対策コーディネーター養成数　24人（市内在住者に限る）

令和４年度
・防災訓練（自治会等）　　6回　・防災講座（自治会等）　10回
・防災講演会（保護者等）　0回
災害対策コーディネーター養成数　11人

自主防災会及び自治会主催の防災訓錬は、前年度
よりも多く開催できるよう呼びかけを行う。
園児を持つ保護者向け防災講演会の開催について
は、講演会に参加した保護者にとって意義のある
講演会となるよう調整を図る。
また、災害対策コーディネーター養成講座の開催
では、地域の防災リーダーを育み、「自助」「共
助」について、防災意識の啓発を行う。

72 防災教育推進事業

児童・生徒自身で危険を予測・回避する力を身につけら
れるよう、発達段階に応じた防災教育を計画的・継続的
に実施する。また、教職員の資質向上と危機管理マニュ
アルの作成、家庭・地域との連携を図り、安全に安心し
て学び生活できる学校づくりを推進する。

学校教育課 各学校の教育課程に基づき、児童生徒の防災教育は実施した。
令和5年度君津市総合計画および教育振興計画の改
訂に伴い事業は廃止となる。

73
青少年健全育成支
援事業

学校・家庭・地域が一体となり、子どもたちを「地域全
体で守ろう」という意識の高揚を図り、子どもたちが安
全で、安心して過ごすための環境づくりを継続する。
また、「子ども１１０番の家」の協力者の充実を図り、
青少年健全育成団体との連携を密にし、全市的な取り組
みを推進する。

生涯学習文化課

子ども１１０番の家の件数については、令和４年度調査で1,253件と
なっている。

地域の「子ども110番の家」設置状況について把握
し、適切な設置を推進する。また、今後の学校統
合に伴い、健全育成協議会のあり方について検討
を進めていく。



　(2)　児童虐待防止対策の充実

74
子どもを守る地域
ネットワーク

児童相談所や警察署などの関係機関と連携し、迅速かつ
適切に対応するために子どもを守る地域ネットワークを
設置し、児童虐待の発生予防から早期発見・早期対応を
図る。
関係機関の情報共有及び児童虐待の防止、早期発見を図
るため定期的に会議を開催する。

こども家庭センター

こどもを守る地域ネットワーク事務局であるこども家庭相談室が、令
和４年４月から「子ども家庭総合支援拠点」になり、より総合的・専
門的に関係機関と調整を図るとともに、本市においても増加傾向の虐
待事案に対して、関係機関と連携し適切な対応を行った。令和４年度
実績　代表者会議１回開催、実務者会議１２回開催、個別支援会議
31回開催。

関係機関との定期的な会議を持ち、児童虐待ケー
スの情報の共有、連携強化を図り、適切な対応を
行う。
また、困難ケースについては、個別支援会議を開
催し、関係機関の役割確認などよりこまめな対応
に努める。

75 養育支援訪問事業
養育支援が特に必要な家庭に対して、その居宅を訪問
し、養育に関する指導・助言等を行うことにより、当該
家庭の適切な養育の実施を確保する。

こども家庭センター
保育園や幼稚園、学校等関係機関からの情報共有により、早期から支
援し安全等を確保。児童福祉や医療、教育等の資格を有する専門職が
助言や支援等を行った。　・令和４年度実績　家庭訪問　延べ　883件

これまでの計画に掲載されていたが、本市事務の
内容は、国の「養育支援訪問事業実施要綱」の要
件を満たしていないことから、見直しにより廃止
する。

76
児童虐待防止の広
報・啓発

体罰が子どもに与える影響について広く市民が理解でき
るよう、関係機関等と連携を図り11月の児童虐待防止月
間を中心に広報・啓発活動をさらに進める。
また、子育てに悩む保護者に対し、適切な子育ての方法
や相談窓口について周知し支援を行う。

こども家庭センター

君津市こどもを守る地域ネットワークの関係団体、関係機関と連携
し、地域社会における意識高揚のため、以下の取り組みを行った。①
広報啓発→広報誌や市ＨＰによる広報啓発及びポスター掲示、市役所
庁舎、ふれあい館、図書館等玄関へののぼり旗設置。②児童虐待防止
のためのリーフレット配布→小中学校、保育園、幼稚園等を通じ、児
童生徒や園児及びその保護者に配布。③オレンジリボン・キャンペー
ンの推進→市職員等にオレンジリボンの着用推進。

11月の児童虐待防止月間を中心に、君津市こども
を守る地域ネットワークの関係団体、関係機関の
協力を得て、さらなる虐待防止について広報・啓
発活動を続ける。また、子育てに悩む保護者に対
し、適切な子育ての方法や相談窓口について周知
し、子育て家庭に寄り添った支援を行う。

77
子ども家庭総合支
援拠点機能の検討

国が令和4(2022)年度までに全市町村に設置することと
している「市区町村子ども家庭総合拠点」について、専
門的な相談対応や訪問等による継続的な支援を実施して
いくため、本市においても「子ども家庭総合支援拠点」
機能を検討する。

こども家庭センター

令和４年４月から、こども家庭相談室に「子ども家庭総合支援拠点」
を設置した。このことから、複雑化・長期化している児童・家庭相談
に対応するべく、ケース記録をデータベース化して適正に管理すると
ともに、業務効率の向上や個々の事例における支援強化を図ることを
目的に家庭児童相談システムの導入に取り組み、令和４年１２月から
稼働を開始した。

事業完了

78
いじめ防止・虐待
貧困対策事業

問題を抱える子どもたちの環境改善を図るため、スクー
ルソーシャルワーカーを配置し、児童・生徒や保護者と
の面談やケース会議を通して、福祉や医療機関等につな
ぎ、支援していく。

教育センター

いじめ防止のため教育相談窓口の１つとして、平成３１年１月から中
学生を対象にＳＮＳを活用した相談を開設した。また虐待や貧困対策
のため、学校と福祉機関等との繋ぎ役となるスクールソーシャルワー
カー（ＳＳＷ）を配置した。
ＳＮＳ相談は、市内全中学校に出前授業を実施し、令和４年度は登録
人数７４１人、相談件数３７件であった。友達や学校、家庭で言えな
いことを、ＳＮＳの窓口をとおして相談できるので、子どもたちに
とって不安や悩みを相談できる場を増やすことができた。
また、ＳＳＷは、教育センターに１人配置し、学校の要請により学校
や家庭を訪問した。令和４年度は、小学校４校、中学校３校から派遣
申請があり、合わせて１８件に対応した。学校ではできない支援を、
必要な関係諸機関に繋ぎ、児童生徒支援や家庭支援をすることができ
た。

いじめ防止を図るための一つの対策として、引き
続きSNSを活用した教育相談窓口を継続し、学校と
連携を図りながら、いじめの未然防止に努める。
また、スクールソーシャルワーカーを教育セン
ターに１人配置し、不登校児童生徒への支援や家
庭支援に努める。
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第２期君津市子ども・子育て支援計画の見直しについて 

 

１  計画見直しの趣旨 

子どもの成長段階に応じた支援を一体的に盛り込んだ総合的な計画とし

て、第２期君津市子ども・子育て支援計画を令和２年３月に策定し、令和

４年度に中間見直しを行いました。 

第２期計画の期間は、令和２年度から令和６年度までの５か年としてお

りますが、公立保育園の認定こども園化や小規模保育事業所の定員変更の

意向など、中間見直し時と状況が変化していることから、現在の保育需要

及び人口動向を踏まえ、今後の教育・保育の量の見込み及び確保方策の見

直しを行います。 

 

２ 見直し項目 

(1) 推計児童人口 

  第２期計画では、平成２６年から平成３０年の実績値をもとに算出

しておりますが、令和元年から令和５年の実績値をもとに推計児童人

口を見直しました。 

 

R2～ R5： 上 段  実 績 、 下 段  （ ） 内 は R4見 直 し 時 計 画 人 数  

 R6  ： 上 段  見 直 し 後 の 人 数 、 下 段  （ ） 内 は R4見 直 し 時 計 画 人 数    (人 ) 

 令 和 ２ 年 度  令 和 ３ 年 度  令 和 ４ 年 度  令 和 ５ 年 度  令 和 ６ 年 度  

0歳  
455 

(455) 

434 

(470) 

430 

(457) 

406 

(404) 

387 

(398) 

1・ 2歳  
1,058 

(1 ,058) 

976 

(952) 

903 

(907) 

902 

(873) 

875 

(843) 

3～ 5歳  
1,710 

(1 ,710) 

1 ,629 

(1 ,629) 

1 ,559 

(1 ,536) 

1 ,484 

(1 ,492) 

1 ,387 

(1 ,384) 

小  計  
3,223 

(3 ,223) 

3 ,039 

(3 ,051) 

2 ,892 

(2 ,900) 

2 ,792 

(2 ,769) 

2 ,649 

(2 ,625) 

6～ 11歳  
3,574 

(3 ,574) 

3 ,485 

(3 ,481) 

3 ,464 

(3 ,454) 

3 ,419 

(3 ,395) 

3 ,360 

(3 ,333) 

12～ 17歳  
4,105 

(4 ,105) 

4 ,100 

(4 ,095) 

3 ,945 

(3 ,954) 

3 ,788 

(3 ,787) 

3 ,702 

(3 ,707) 

合   計  
10,902 

(10,902) 

10,624 

(10,627) 

10,301 

(10,308) 

9 ,999 

(9 ,951) 

9 ,711 

(9 ,665) 
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(2) 量の見込み及び確保方策 

  保育需要や公立保育園の認定こども園化を踏まえ、新たに算出した

推計児童人口を用いて、令和６年度の量の見込み及び確保方策を見直

しました。 

 

R6： 上 段  見 直 し 後 の 人 数、 下 段  （ ） 内 は R4見 直 し 時 計 画 人 数    (人 ) 

  １ 号 認 定  
２ 号 認 定  ３ 号 認 定  

教 育  保 育  0 歳  1～ 2 歳  

令 和  

６ 年 度  

① 量 の 見 込 み  
500  

(555 )  

833  

(748 )  

65  

(64 )  

477  

(400 )  

②

確

保

方

策 

特 定 教 育 ･保 育 施 設  
320  

(317 )  

937  

(947 )  

93  

(93 )  

429  

(429 )  

確 認 を 受 け な い 幼 稚 園  
390  

(390 )  
 

 
 

特 定 地 域 型 保 育 事 業     
18  

(18 )  

51  

(50 )  

認 可 外 保 育 施 設    
0  

(0 )  

0  

(0 )  

0  

(0 )  

② （ 供 給 ） －  ① （ 需 要 ）  
210  

(152 )  

104  

(199 )  

46  

(47 )  

3  

(79 )  

※変更事由  

 １ .休園中の清和保育園の認定こども園化に伴い、特定教育・保育施設の確保方

策が増加する。  

 ２ .君津保育園の定員変更により、特定教育・保育施設の確保方策が減少する。  

 ３ .つばさ保育園の定員変更により、特定地域型保育事業の確保方策が増加す

る。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



資料２ 

３ 

 

(3) 地域子ども・子育て支援事業の量の見込み及び確保方策 

  新たに開所した子育て支援拠点を加え、確保方策を見直しました。 

 

R6： 上 段  見 直 し 後 の 人 数 、 下 段  （ ） 内 は R4見 直 し 時 計 画 人 数  （ 延 べ 人 数 ）  

地 域 子 育 て 支 援 拠 点 事 業  

推 計  

令 和  

２ 年 度  

令 和  

３ 年 度  

令 和  

４ 年 度  

令 和  

５ 年 度  

令 和  

６ 年 度  

①  量 の 見 込 み  16 ,227  14 ,207  19 ,358  24 ,509  29 ,660  

②  確 保 方 策  16 ,227  14 ,207  19 ,358  24 ,509  29 ,660  

（ 施 設 か 所 数 ）  
（ 5）  

( (5 ) )  

（ 5）  

( (5 ) )  

（ 5）  

( (5 ) )  

（ 6）  

( (5 ) )  

（ 7）  

( (5 ) )  

② （ 供 給 ） －  ① （ 需 要 ）  0 0  0  0  0  

 

※変更事由  

 １ .令和５年４月１日から子育て支援センターちきんえっぐ内箕輪（内箕輪どろ

んこ保育園内）が開設され施設数が増加した。  

 ２ . 令和６年４月１日から (仮称 )スキップ子育て支援センター（スキップ小規模

保育園隣接地）が開設予定であり施設数が増加する。  
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特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認 

（利用定員の設定）について 

 

特定教育・保育施設（保育園や認定こども園など）及び特定地域型保育事業者

（小規模保育事業）の確認（利用定員の設定）については、子ども・子育て支援

法第３１条第２項及び第４３条第２項の規定により、君津市子ども・子育て会議

の意見を聴取する必要があることから、利用定員について、次のとおり意見を求

めるものです。 

 

１ 確認対象事業者及び施設について 

 ・認可保育所、保育所型認定こども園 

 

事 業 主 体 君津市

事 業 区 分 保育所型認定こども園

名 称 君津市立清和こども園

所 在 地 千葉県君津市西粟倉３６番地

開 設 予 定 令和6年4月1日

認 可 定 員
23名（0歳児:1名、1歳児:2名、2歳児:2名、3歳
児:6人、4歳児:6人、5歳児:6人）

利 用 定 員 同上

開 園 時 間 午前７時～午後７時

施
設
概
要

事 業 主 体 君津市

事 業 区 分 認可保育所

名 称 君津市立みふねの里保育園

所 在 地 千葉県君津市貞元３２３番地１

開 設 予 定 令和6年4月30日

認 可 定 員
150名（0歳児:6名、1歳児:24名、2歳児:24名、
3歳児:28名、4歳児:32名、5歳児:36名）

利 用 定 員 同上

開 園 時 間 午前７時～午後７時

施
設
概
要
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 ・小規模保育事業所Ａ型 

    
  

法 人 名

代 表 者

所 在 地

事 業 区 分

名 称

所 在 地

定員変更日

変更前 18名（0歳児:6名、1歳児:6名、2歳児:6名）

変更後 19名（0歳児:6名、1歳児:6名、2歳児:7名）

利 用 定 員

開 園 時 間

事
業
者

施
設
概
要

同上

午前７時～午後７時

認 可 定 員

社会福祉法人志真会

理事長　天笠　寛

千葉県君津市貞元５１０番地

小規模保育事業所Ａ型

つばさ保育園

千葉県君津市郡２丁目９番１１号

令和6年4月1日

法 人 名

代 表 者

所 在 地

事 業 区 分

名 称

所 在 地

定員変更日

変更前
90名
（0歳児:6名、1歳児:12名、2歳児:12名、3
歳児:15人、4歳児:22人、5歳児:23人）

変更後
80名
（0歳児:6名、1歳児:12名、2歳児:12名、3
歳児:14人、4歳児:17人、5歳児:19人）

利 用 定 員

開 園 時 間

事
業
者

社会福祉法人君津福祉会

理事長　大沼　幸代

千葉県君津市高坂１番１１号

施
設
概
要

認可保育所

君津保育園

千葉県君津市高坂１番１１号

令和6年4月1日

認 可 定 員

同上

午前７時～午後７時
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２ 利用定員について 

申請に基づき、市町村事業計画（第２期君津市子ども・子育て支援計画）に照

らし、認定区分ごとの利用定員を定めた上で給付の対象となることを確認します。 

 

(1) 特定教育・保育施設 

  第２期君津市子ども・子育て支援計画では、令和６年度から特定教育・保育

施設の提供体制を０歳児９３名、１～２歳児４２９名、３歳以上児の保育枠９

４７名、３歳以上児の教育枠を３１７名確保していくこととなっています。 

  久保保育園、上湯江保育園、常代保育園の３園を統合したみふねの里保育園

の開園により減少する利用定員数は、０歳児１１名、１～２歳児４５名、３歳

以上児１１４名となります。 

  休園中だった清和保育園が認定こども園化することにより増加する教育枠

の利用定員数は、３名となります。 

  君津保育園の定員変更により減少する利用定員数は、３歳以上児１０名とな

ります。 

  令和５年度の利用定員は０歳児１０４名、１～２歳児４７４名、３歳以上児

の保育枠１０６１名、３歳以上児の教育枠が３１７名であることから、合計し

て０歳児９３名、１～２歳児４２９名、３歳以上児の保育枠９３７名、３歳以

上児の教育枠が３２０名となり、計画と一致します。 

 
 

教育 保育 ０歳 １～２歳

既存施設により確保
されている定員数

① 1061 104 474

久保・上湯江・常代保育
園の閉園により減少する
定員数

② -210 -17 -93

みふねの里保育園の開園
により増加する定員数

③ 96 6 48

清和保育園の認定こども
園化により増加する定員
数

④ 0 0 0

君津保育園の定員変更に
より減少する定員数

⑤ 0 -10 0 0

合計
（①＋②＋③＋④＋⑤）

⑥ 937 93 429

令和６年度計画
（提供体制）

⑦ 937 93 429

計画との差異（⑦－⑥） 　 0 0 0

区分 １号認定
２号認定 ３号認定

320

320

0

特定教育･保育施設
利用定員数

317

0

0

3
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(2) 特定地域型保育事業 

  第２期君津市子ども・子育て支援計画では、令和６年度から特定地域型保育

事業の提供体制を０歳児１８名、１～２歳児５１名確保していくこととなって

います。 

  今回のつばさ保育園の定員変更による利用定員の増加は、２歳児１名であり、

令和５年度の利用定員は０歳児１８名、１～２歳児５０名であることから、合

計して０歳児１８名、１～２歳児５１名となり、計画と一致します。 

  

※「１号認定」は３歳～５歳の子どもであって教育のみを受ける子ども、「２

号認定」は満３歳以上の小学校就学前の子どもであって、保育を必要とする子

ども、「３号認定」は満３歳未満の保育を必要とする子どもです。 

０歳 １～２歳

既存施設により確保され
ている定員数

① 18 50

つばさ保育園の定員変更
により増加する定員数

② 0 1

①＋② ③ 18 51

令和６年度計画
（提供体制）

④ 18 51

計画との差異（④－③） 　 0 0

特定地域型保育事業
利用定員数

区分
３号認定
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特定教育・保育施設の確認について（制度概要） 

 

新制度において、子ども・子育て支援法に基づき、特定教育・保育施設（保育園、幼稚園及び認定こども園）について、

各施設の「利用定員」を定めた上で、運営基準等を満たしていることを市が確認し、運営費等の施設への給付（国・県・市

からの財政支援）の対象となった。 

利用定員は、その地域が必要としている保育ニーズ（需要）に対して過剰な供給（保育サービスの提供）を防ぐため、そ

の地域の保育ニーズに合致するような供給量に見合った人数を「利用定員」として設定し、その人数に応じて給付費を支給

する。 

給付の金額は、利用定員によって異なり、利用定員が少ないほど、子ども一人あたりの給付単価が高く設定されている。 

このような利用定員の役割・機能を踏まえ、客観性・公平性を確保する観点から、子ども・子育て支援法において、利用

定員を定めるには、子ども・子育て会議等による意見聴取が義務付けられている。 

【根拠法令抜粋】※特定教育・保育施設（保育園や認定こども園など） 

 ○子ども・子育て支援法 第２７条 第１項（一部簡略） 

市町村は、教育・保育給付認定子どもが、市町村長が施設型給付費の支給に係る施設として確認する教育・保育施設から

当該確認に係る教育・保育を受けたときは、当該教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者に対し、当該

特定教育・保育に要した費用について、施設型給付費を支給する。 

○子ども・子育て支援法 第３１条 第１項（一部簡略） 

第２７条第１項の確認は、教育・保育施設の設置者の申請により、教育・保育施設の区分に応じ、当該各号に定める小学

校就学前子どもの区分ごとの利用定員を定めて、市町村長が行う。 

 ○子ども・子育て支援法 第３１条 第２項（一部簡略） 

市町村長は、前項の規定により特定教育・保育施設の利用定員を定めようとするときは、あらかじめ、第７７条第１項の

審議会その他の合議制の機関を設置している場合にあってはその意見を、その他の場合にあっては子どもの保護者その他子

ども・子育て支援に係る当事者の意見を聴かなければならない。 
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小規模保育園の公募について 

 

 本市における待機児童数は、令和５年４月時点で０人となりましたが、年度途

中の待機児童は依然として発生している状況であり、直近の令和６年３月では８

２人に増加し、その９割以上を２歳以下の低年齢児童が占めています。 

 この課題解決に向け、特に需要のある０～２歳児（３号認定）の受け皿を整備

するため、小規模保育園の公募を行います。 

 

１ 募集施設の概要について 

施設種別 小規模保育事業Ａ型 

募集地区 
市街化区域全域 

※土砂災害警戒区域、洪水浸水想定区域を除く 

設置方法 新設又は既存物件（賃貸含む。）の改修による設置 

整備方法 
事業者の自主財源による整備 

※施設整備に係る補助なし 

開設時期 令和７年４月１日 

定員 ６人以上１９人以下 

受入年齢 生後２か月から２歳児まで 

開園時間 

午前７時から午後６時までの１１時間と、それ以

降に１時間以上の延長保育を実施し、１２時間以

上とすること 

 

２ 対象者 

 法人格を有する者又は当該小規模保育事業所開設までに法人格を有すること

ができると見込まれるもの。（政治的な目的のために結成された法人を除く。） 

 

３ スケジュール（予定） 

 (1) 募集開始    令和６年６月３日（月） 

(2) 質問の受付   令和６年６月３日（月）～７月２４日（水） 

(3) 応募期限    令和６年７月３１日（水） 

(4) 事業者の決定  令和６年９月中旬 

(5) 工事竣工    令和７年２月末まで 

(6) 開園      令和７年４月１日 


